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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成31年4月11日(2019.4.11)

【公開番号】特開2016-209529(P2016-209529A)
【公開日】平成28年12月15日(2016.12.15)
【年通号数】公開・登録公報2016-068
【出願番号】特願2015-175019(P2015-175019)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   3/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    3/10     　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月28日(2019.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出する光の波長を掃引する光源部から射出された光を眼底に照射する照射光と参照光
とに分岐し、前記照射光が照射された前記眼底からの反射光と前記参照光とを干渉する干
渉部と、
　前記眼底において前記照射光を走査する走査部と、
　前記干渉部により干渉して得た干渉光を検出する検出部と、
　前記検出部が前記干渉光を検出して得たアナログ信号をデジタル信号に変換する変換部
と、
　前記光源部から射出された光のうち一部の光が通る光路が第一光路と前記第一光路に対
して光路長差を有する第二光路とに分岐された干渉計として構成され、前記変換部が前記
アナログ信号をサンプリングするクロックを生成するクロック発生部と、
　前記生成されたクロックにより前記変換部がサンプリングした前記アナログ信号を変換
して得た前記デジタル信号に基づいて、前記眼底の断層像を取得する断層像取得部と、を
有する撮像装置であって、
　前記走査部は、前記眼底において前記照射光を走査する角度が空気中で換算して４７度
以上となるように構成され、
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で４．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記光路長差に対応する前記干渉計の周波数に対して前記生成
されたクロックの周波数がｎ倍（ｎは１以上の整数）である場合、前記光路長差が空気中
で２２／ｎ　ｍｍ以上となるように構成されていることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で５．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記光路長差が空気中で２７．６／ｎ　ｍｍ以上となるように
構成されていることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で５．８ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
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　前記クロック発生部は、前記光路長差が空気中で３２／ｎ　ｍｍ以上となるように構成
されていることを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第二光路に設けられ、前記光路長差を変更する変更部と、
　前記走査する角度に応じて、前記変更部を制御する制御部と、
　を更に有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第二光路に設けられ、前記光路長差を変更する変更部と、
　前記眼底の黄斑と視神経乳頭との少なくとも１つを撮影する３つの撮影モードを含む複
数の撮影モードのうちいずれかの撮影モードを選択する選択部と、
　前記選択された撮影モードに応じて、前記走査する角度が変更されるように前記走査部
を制御し、前記変更部を制御する制御部と、
　を更に有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記走査部は、前記走査する角度が前記４７度以上である第１の角度から前記４７度未
満である第２の角度まで変更可能に構成され、
　前記クロック発生部は、前記光路長差が前記２２／ｎ　ｍｍ以上である第１の光路長差
から前記２２／ｎ　ｍｍ未満である第２の光路長差まで変更可能に構成されていることを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記クロック発生部は、前記第二光路がシングルパスで構成されていることを特徴とす
る請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　射出する光の波長を掃引する光源部から射出された光を眼底に照射する照射光と参照光
とに分岐し、前記照射光が照射された前記眼底からの反射光と前記参照光とを干渉する干
渉部と、
　前記眼底において前記照射光を走査する走査部と、
　前記干渉部により干渉して得た干渉光を検出する検出部と、
　前記検出部が前記干渉光を検出して得たアナログ信号をデジタル信号に変換する変換部
と、
　前記光源部から射出された光のうち一部の光が通る光路が第一光路と前記第一光路に対
して光路長差を有する第二光路とに分岐された干渉計として構成され、前記変換部が前記
アナログ信号をサンプリングするクロックを生成するクロック発生部と、
　前記生成されたクロックにより前記変換部がサンプリングした前記アナログ信号を変換
して得た前記デジタル信号に基づいて、前記眼底の断層像を取得する断層像取得部と、を
有する撮像装置であって、
　前記走査部は、前記眼底において前記照射光を走査する角度が空気中で換算して４７度
以上となるように構成され、
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で４．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記第二光路がダブルパスで構成され、前記光路長差に対応す
る前記干渉計の周波数に対して前記生成されたクロックの周波数がｎ倍（ｎは１以上の整
数）である場合、前記光路長差が空気中で１１／ｎ　ｍｍ以上となるように構成されてい
ることを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で５．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記光路長差が空気中で１３．８／ｎ　ｍｍ以上となるように
構成されていることを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
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　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で５．８ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記光路長差が空気中で１６／ｎ　ｍｍ以上となるように構成
されていることを特徴とする請求項８または９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記クロック発生部は、前記干渉計の周波数が２以上の整数倍の周波数に前記生成され
たクロックの周波数として変換されるように構成されることを特徴とする請求項１乃至１
０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　射出する光の波長を掃引する光源部から射出された光を眼底に照射する照射光と参照光
とに分岐し、前記照射光が照射された前記眼底からの反射光と前記参照光とを干渉する干
渉部と、
　前記眼底において前記照射光を走査する走査部と、
　前記干渉部により干渉して得た干渉光を検出する検出部と、
　前記検出部が前記干渉光を検出して得たアナログ信号をデジタル信号に変換する変換部
と、
　前記光源部から射出された光のうち一部の光が通る光路が第一光路と前記第一光路に対
して光路長差を有する第二光路とに分岐された干渉計として構成され、前記変換部が前記
アナログ信号をサンプリングするクロックを生成するクロック発生部と、
　前記生成されたクロックにより前記変換部がサンプリングした前記アナログ信号を変換
して得た前記デジタル信号に基づいて、前記眼底の断層像を取得する断層像取得部と、を
有する撮像装置であって、
　前記走査部は、前記眼底において前記照射光を走査する角度が空気中で換算して４７度
以上となるように構成され、
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で４．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成されていることを特徴とする撮像装置。
【請求項１３】
　前記第二光路に設けられ、前記光路長差を変更する変更部と、
　前記深さ範囲における前記断層像の距離を選択する選択部と、
　前記選択された距離に応じて、前記変更部を制御する制御部と、
　を更に有することを特徴とする請求項１２に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記第二光路に設けられ、前記光路長差を変更する変更部と、
　硝子体と網膜と脈絡膜とを含むように撮影する撮影モードを含む複数の撮影モードのう
ちいずれかの撮影モードを選択する選択部と、
　前記選択された撮影モードに応じて、前記変更部を制御する制御部と、
　を更に有することを特徴とする請求項１２または１３に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記選択部は、前記距離が前記４．０ｍｍ以上である第１の距離から前記４．０ｍｍ未
満である第２の距離まで選択可能に構成され、
　前記クロック発生部は、前記光路長差が前記４．０ｍｍ以上となる距離に対応する長さ
以上である第１の光路長差から前記４．０ｍｍ以上となる距離に対応する長さ未満である
第２の光路長差まで変更可能に構成されていることを特徴とする請求項１２乃至１４のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　射出する光の波長を掃引する光源部から射出された光を眼底に照射する照射光と参照光
とに分岐し、前記照射光が照射された前記眼底からの反射光と前記参照光とを干渉する干
渉部と、
　前記眼底において前記照射光を走査する走査部と、
　前記干渉部により干渉して得た干渉光を検出する検出部と、
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　前記検出部が前記干渉光を検出して得たアナログ信号をデジタル信号に変換する変換部
と、
　前記変換部が前記アナログ信号をサンプリングするクロックを生成するクロック発生部
と、
　前記生成されたクロックにより前記変換部がサンプリングした前記アナログ信号を変換
して得た前記デジタル信号に基づいて、前記眼底の断層像を取得する断層像取得部と、を
有する撮像装置であって、
　前記走査部は、前記眼底において前記照射光を走査する角度が空気中で換算して４７度
以上となるように構成され、
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で４．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記断層像の深さ範囲を１回の掃引で前記サンプリングする数
が２２００回以上となるように構成されていることを特徴とする撮像装置。
【請求項１７】
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で５．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記断層像の深さ範囲を１回の掃引で前記サンプリングする数
が２８００回以上となるように構成されていることを特徴とする請求項１６に記載の撮像
装置。
【請求項１８】
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で５．８ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記断層像の深さ範囲を１回の掃引で前記サンプリングする数
が３２００回以上となるように構成されていることを特徴とする請求項１６または１７に
記載の撮像装置。
【請求項１９】
　射出する光の波長を掃引する光源部から射出された光を眼底に照射する照射光と参照光
とに分岐し、前記照射光が照射された前記眼底からの反射光と前記参照光とを干渉する干
渉部と、
　前記眼底において前記照射光を走査する走査部と、
　前記干渉部により干渉して得た干渉光を検出する検出部と、
　前記検出部が前記干渉光を検出して得たアナログ信号をデジタル信号に変換する変換部
と、
　前記変換部が前記アナログ信号をサンプリングするクロックを生成するクロック発生部
と、
　前記生成されたクロックにより前記変換部がサンプリングした前記アナログ信号を変換
して得た前記デジタル信号に基づいて、前記眼底の断層像を取得する断層像取得部と、を
有する撮像装置であって、
　前記走査部は、前記眼底において前記照射光を走査する角度が空気中で換算して４７度
以上となるように構成され、
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で４．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記クロックの周波数が５００ＭＨｚ以上となるように構成さ
れていることを特徴とする撮像装置。
【請求項２０】
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で５．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記クロックの周波数が６２０ＭＨｚ以上となるように構成さ
れていることを特徴とする請求項１９に記載の撮像装置。
【請求項２１】
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　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で５．８ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、前記クロックの周波数が７２０ＭＨｚ以上となるように構成さ
れていることを特徴とする請求項１９または２０に記載の撮像装置。
【請求項２２】
　射出する光の波長を掃引する光源部から射出された光を眼底に照射する照射光と参照光
とに分岐し、前記照射光が照射された前記眼底からの反射光と前記参照光とを干渉する干
渉部と、
　前記眼底において前記照射光を走査する走査部と、
　前記干渉部により干渉して得た干渉光を検出する検出部と、
　前記検出部が前記干渉光を検出して得たアナログ信号をデジタル信号に変換する変換部
と、前記変換部が前記アナログ信号をサンプリングするクロックを生成するクロック発生
部と、
　前記生成されたクロックにより前記変換部がサンプリングした前記アナログ信号を変換
して得た前記デジタル信号に基づいて、前記眼底の断層像を取得する断層像取得部と、を
有する撮像装置であって、
　前記走査部は、前記眼底において前記照射光を走査する角度が空気中で換算して４７度
以上となるように構成され、
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で４．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層像を取得するように構成され、
　前記クロック発生部は、眼球内で４．０ｍｍ以上となる距離に対応する周波数の前記ク
ロックを生成するように構成されていることを特徴とする撮像装置。
【請求項２３】
　前記クロック発生部は、前記変換部が前記アナログ信号を略等波数の間隔でサンプリン
グするように前記クロックを生成することを特徴とする請求項１乃至２２のいずれか１項
に記載の撮像装置。
【請求項２４】
　前記光源部は、下部反射鏡と、活性層と、上部反射鏡と、をこの順に有し、前記活性層
と前記上部反射鏡との間に空隙部を備え、前記上部反射鏡、前記下部反射鏡の少なくとも
いずれか一方の光軸方向の位置を変化させることで、出射する光の波長を変化させる面発
光レーザであることを特徴とする請求項１乃至２３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２５】
　前記断層像取得部は、深さ範囲において眼球内で４．０ｍｍ以上となる距離の前記眼底
の断層データを取得し、前記取得された断層データから深さ範囲の一部が除去された新た
な断層像を生成するように構成されることを特徴とする請求項１乃至２４のいずれか１項
に記載の撮像装置。
【請求項２６】
　前記取得された断層像を解析することにより複数の層をセグメンテーションする解析部
と、
　前記解析部の解析結果に基づいて、前記複数の層のいずれかの層に沿った平面画像を生
成する画像生成部と、
　前記平面画像に含まれる前記眼底の黄斑及び視神経乳頭と前記断層像に含まれる前記眼
底の黄斑及び視神経乳頭との位置関係が対応付いた状態で、前記平面画像と前記断層像と
を表示部に表示させる表示制御部と、
　を更に有することを特徴とする請求項１乃至２５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２７】
　前記走査部は、前記眼底の１４ｍｍ以上の範囲において前記照射光を走査するように構
成されていることを特徴とする請求項１乃至２６のいずれか１項に記載の撮像装置。


	header
	written-amendment

